
日
田
税
務
署
か
ら

確
定
申
告
に
関
す
る
お
知
ら
せ

日
田
税
務
署
に
確
定
申
告
会
場
を
開
設
し

ま
す
。
入
場
に
は
「
入
場
整
理
券
」
が
必

要
で
す
。
会
場
で
当
日
配
布
（
当
日
分
の

み
）
し
ま
す
が
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
じ
た
オ

ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
も
で
き
ま
す
。

※
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ホ
ー
ム
画
面
で
「
国
税
庁
」
又
は

「
＠
ｋ
ｏ
ｋ
ｕ
ｚ
ｅ
ｉ
」
を
検
索
後
、
友
達

追
加
が
で
き
ま
す
。

■
期
間

　
２
月
16
日
㈬
〜
３
月
15
日
㈫

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

■
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告

　
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

又
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら
申
告
が
で
き
る

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
申
告
の
相
談
は
、
電
話
や
チ
ャ
ッ

ト
ボ
ッ
ト
で
も
で
き
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
納
付
証
明

書
（
確
定
申
告
用
）
は
税
務
課
税
制
窓
口
係

で
取
得
で
き
ま
す
。
電
話
で
請
求
い
た
だ
く

と
、
自
宅
に
郵
送
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
日
田
税
務
署

　
☎
㉓
２
１
３
６
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

大
分
県
交
通
災
害
共
済

加
入
受
付
開
始

大
分
県
交
通
災
害
共
済
の
令
和
４
年
度
加

入
申
込
み
を
２
月
か
ら
開
始
し
ま
す
。
交

通
災
害
共
済
は
一
人
年
間
３
６
０
円
の
掛

け
金
で
、
万
一
の
と
き
に
お
互
い
に
助
け

合
う
制
度
で
す
。
本
市
に
住
民
登
録
し
て

い
れ
ば
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
加

入
を
希
望
す
る
人
は
、
自
治
会
を
通
し
て

配
布
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
内
容
を
確
認

の
上
、
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

掛
金
を
添
え
て
班
長
に
お
渡
し
く
だ
さ

い
。

■
受
付
場
所

　
市
役
所
７
階
　
７
０
２
会
議
室
（
４
月

か
ら
は
市
民
課
）
、
各
振
興
局
・
振
興

セ
ン
タ
―

■
受
付
時
間

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

問
市
民
課
生
活
安
全
係

　
☎
㉒
８
２
０
４
（
市
役
所
１
階
）

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

情
報
伝
達
試
験

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
Ｊ
‐
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ

Ｔ
（
ジ
ェ
イ
・
ア
ラ
ー
ト
）
を
使
用
し
た

試
験
放
送
を
実
施
し
ま
す
。

■
と
き

　
２
月
16
日
㈬
　
午
前
11
時
頃

※
気
象
状
況
等
に
よ
っ
て
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
最
大
音
量
で
放
送
さ
れ
ま
す
。
　

問
防
災
・
危
機
管
理
課
防
災
・
危
機
管
理
係

　
☎
㉒
８
３
６
３
（
市
役
所
４
階
）

【
予
約
制
】
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
・
受
取
り
が
で
き
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
や
受
取
り

が
左
記
の
時
間
外
・
休
日
に
で
き
ま
す
。

前
日
ま
で
に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
２
月
の
開
庁
日

・
２
月
10
日
㈭
・
24
日
㈭

　
午
後
５
時
30
分
〜
７
時
30
分

・
２
月
19
日
㈯
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
　
市
民
課

※
北
側
玄
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
お
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
㉒
８
３
０
３
（
市
役
所
１
階
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

75
歳
以
上
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取

得
し
て
い
な
い
人
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
交
付
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
発
送
時

期
は
２
月
下
旬
の
予
定
で
す
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
に
記
載
さ

れ
た
問
合
せ
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お

願
い
し
ま
す
。
市
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
出
張
申
請
受
付
や
申
請
サ
ポ
ー

ト
を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会

に
是
非
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
㉒
８
３
０
３
（
市
役
所
１
階
）

　
大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
１
２
０
‐
０
７
８
‐
４
４
１

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
は
、
毎
年
８
月

か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１
年
間
に
支
払
っ

た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額

の
合
計
額
が
基
準
額
を
超
え
た
場
合
に
、

そ
の
超
え
た
額
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。
大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
で
支
給
が
見
込
ま
れ
る
人

に
、
２
月
に
お
知
ら
せ
の
文
書
と
支
給
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。
支
給
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　
支
給
申
請
書
、
お
知
ら
せ
の
文
書
、
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、
介
護
保

険
被
保
険
者
証
、
本
人
・
口
座
情
報
・

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
・
通
帳
・
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
　
等
）

■
申
請
場
所

　
健
康
保
険
課
、
各
振
興
局

問
大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
９
７
‐
５
３
４
‐
１
７
７
１

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

タ
ウ
ン
情
報

骨
髄
バ
ン
ク
の
骨
髄
移
植

ド
ナ
ー
を
支
援
し
ま
す

骨
髄
等
の
提
供
を
行
っ
た
人
（
ド
ナ
ー
）

と
そ
の
人
が
勤
め
る
事
業
所
に
助
成
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

■
助
成
額
（
１
回
に
つ
き
）

・
ド
ナ
ー
　
14
万
円

・
事
業
所
　
７
万
円

■
申
請
期
限

　
骨
髄
等
の
提
供
を
完
了
し
た
日
か
ら
90

日
以
内
、
又
は
３
月
末
日
の
い
ず
れ
か

早
い
日
ま
で

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
健
康
保
険
課
保
健
医
療
係

　
☎
㉒
８
３
７
０
（
市
役
所
３
階
）

２
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月

10
月
か
ら
１
月
ま
で
の
児
童
手
当
を
振
り

込
み
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
支
給
日

　
２
月
４
日
㈮

※
振
り
込
み
の
時
間
は
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。

※
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
は
支
給
が
差
止
め

に
な
り
ま
す
の
で
、
早
急
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
こ
ど
も
家
庭
相
談
室
こ
ど
も
家
庭
相
談
係

　
☎
㉒
８
２
９
２
（
市
役
所
１
階
）

２
月
は
特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給
月

在
宅
で
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
な
ど
に
対
し
て

支
給
さ
れ
る
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児

福
祉
手
当
（
11
月
〜
１
月
分
）
を
振
り
込

み
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
支
給
日

　
２
月
10
日
㈭

※
次
の
よ
う
な
場
合
は
支
給
対
象
か
ら
外
れ
ま

す
の
で
、
左
記
に
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

・
受
給
者
が
死
亡
又
は
市
外
に
転
出
し
た

・
病
院
等
に
３
か
月
以
上
継
続
し
て
入
院
し
た

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
障
害
者
支
援
施
設

な
ど
に
入
所
し
た

問
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
０
（
市
役
所
１
階
）

５
歳
児
発
達
相
談
会

小
学
校
入
学
を
１
年
後
に
控
え
た
５
歳
児

の
発
達
に
関
す
る
相
談
に
、
医
師
や
臨
床

心
理
士
等
が
応
じ
ま
す
。

■
と
き

　
３
月
２
日
㈬
　
午
前
９
時
30
分
〜

■
と
こ
ろ
　
ウ
ェ
ル
ピ
ア

■
対
象

　
平
成
28
年
12
月
１
日
〜
平
成
29
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
と
親
又
は
家

族
な
ど

■
申
込
方
法
　
左
記
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
２
月
21
日
㈪

問
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

高
齢
者
向
け
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

受
託
事
業
者
募
集

市
が
実
施
し
て
い
る
食
の
自
立
支
援
事
業

（
高
齢
者
向
け
配
食
サ
ー
ビ
ス
）
の
受
託

事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間

　
２
月
15
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈫

※
事
業
を
受
託
す
る
に
は
要
件
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
長
寿
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
９
（
市
役
所
１
階
）

市
所
蔵
美
術
品
公
開
展
「
み
ん
な
の

宇
治
山
哲
平
展
〜
海
と
太
陽
〜
」

市
所
蔵
美
術
品
の
中
か
ら
宇
治
山
哲
平
作

品
の
公
開
展
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　
２
月
15
日
㈫
〜
３
月
21
日
㈷
　

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
毎
週
月
曜
日
は
休
展
日
（
月
曜
日
が
祝
日
の

場
合
は
そ
の
翌
日
）
。

■
と
こ
ろ
　
ア
オ
ー
ゼ
２
階

　
美
術
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー

■
入
場
料
　
無
料

問
社
会
教
育
課
文
化
振
興
係

　
☎
㉒
６
８
６
８
（
ア
オ
ー
ゼ
１
階
）

折
り
紙
で
世
界
の
な
か
ま
づ
く
り

日
本
語
を
学
ん
で
い
る
外
国
の
人
た
ち
と

簡
単
な
ひ
な
飾
り
を
作
り
ま
す
。

■
と
き

　
２
月
20
日
㈰
　
午
後
２
時
〜
４
時

■
と
こ
ろ
　
ア
オ
ー
ゼ
２
階
　
会
議
室

■
参
加
費
　
無
料

■
募
集
数
　
20
人
（
先
着
順
）

■
申
込
期
限
　
２
月
18
日
㈮

■
申
込
先

　
日
田
市
日
本
語
教
室
（
河
﨑
）

　
☎
０
９
０‐

３
４
１
３‐
２
９
７
２

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
推
進
係

　
☎
㉒
６
８
６
８
（
ア
オ
ー
ゼ
１
階
）

自
動
販
売
機
設
置
希
望
者
募
集

■
設
置
場
所
　

①
日
田
市
葬
斎
場

②
日
田
市
営
隈
駐
車
場

③
日
田
市
営
三
本
松
駐
車
場

④
日
田
市
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

⑤
萩
尾
公
園

⑥
竹
田
公
園

⑦
月
隈
公
園

■
対
象

①
〜
⑦
…
市
内
の
業
者
・
団
体
及
び
個
人

■
設
置
期
間

①
〜
⑦…

４
月
１
日
か
ら
１
年
間

※
更
新
は
一
回
ま
で
で
き
ま
す
。

■
種
類
・
台
数

　
清
涼
飲
料
水
　
各
１
台

※
⑤
の
み
２
台
。

■
申
込
方
法

　
左
記
に
備
付
け
の
申
込
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
提
出

■
申
込
期
限

　
全
て
２
月
21
日
㈪

問
①
環
境
課
企
画
推
進
係

　
☎
㉒
８
３
５
７
（
市
役
所
２
階
）

　
②
③
市
民
課
生
活
安
全
係

　
☎
㉒
８
２
０
４
（
市
役
所
１
階
）

　
④
商
工
労
政
課
企
業
立
地
・
雇
用
労
働
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

　
⑤
⑥
⑦
都
市
整
備
課
公
園
緑
地
係

　
☎
㉒
８
２
１
７
（
市
役
所
５
階
）

次回の広報ひた２月15日号は、２月15日㈫に発送します。 【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容を変更する場合をあります。二次元コードで確認を！

イ
ベ
ン
ト

募
集

令
和
４
年
度
「
広
報
ひ
た
」
等

文
書
送
達
委
託
業
務
入
札
参
加
者

■
参
加
資
格

・
市
内
で
配
送
業
を
営
む
法
人
で
、
一
般

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
貨

物
軽
自
動
車
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と

・
市
内
の
各
自
治
会
等
１
７
０
か
所
に
、

お
お
む
ね
月
２
回
（
年
24
回
）
、
配
送

が
可
能
な
車
両
及
び
人
員
を
保
有
し
て

い
る
こ
と

・
そ
の
他
、
市
が
定
め
る
要
件
を
満
た
し

て
い
る
こ
と

■
申
込
方
法
　
左
記
に
備
付
け
の
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出

※
必
要
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
申
込
期
限
　
２
月
28
日
㈪

問
地
方
創
生
推
進
課
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
係

　
☎
㉒
８
６
２
７
（
市
役
所
６
階
）

日
田
共
同
高
等
職
業
訓
練
校

訓
練
生
募
集

■
訓
練
科
目
　
住
宅
施
工
科
（
建
築
大

工
、
左
官
、
木
工
）

■
募
集
条
件

　
建
築
職
人
を
目
指
す
人

　
（
男
女
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
）

■
訓
練
期
間

　
３
年
間
　
毎
週
木
曜
日

■
授
業
料
　
月
額
５
千
円

■
申
込
方
法

　
日
田
共
同
高
等
職
業
訓
練
校
に
電
話
で

申
込
み

■
募
集
数
　
15
人
程
度

■
申
込
期
限
　
３
月
31
日
㈭

問
日
田
共
同
高
等
職
業
訓
練
校
（
藤
原
）

　
☎
０
９
０
‐
３
４
１
０
‐
４
６
５
９

　
商
工
労
政
課
地
域
産
業
支
援
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

２
月
は
「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月

間
」
で
す
（
相
談
無
料
）

「
遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
分
け
」
な
ど

の
相
続
に
関
す
る
問
題
と
登
記
の
手
続
に

つ
い
て
、
無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

□
期
間
　
２
月
１
日
㈫
〜
28
日
㈪

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

□
相
談
窓
口
　
各
司
法
書
士
事
務
所

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
司
法
書
士
会

　
☎
０
９
７
‐
５
３
２
‐
７
５
７
９

大
分
県
立
日
田
高
等
技
術
専
門
校

令
和
４
年
度
訓
練
生
募
集
（
一
般
後
期
）

□
科
名

・
オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
科

・
ガ
ー
デ
ン
エ
ク
ス
テ
リ
ア
科

□
訓
練
期
間

　
１
年
間
（
４
月
７
日
㈭
入
校
）

□
募
集
期
間

　
２
月
16
日
㈬
〜
３
月
10
日
㈭

□
試
験
日
　
３
月
13
日
㈰

□
と
こ
ろ

　
日
田
高
等
技
術
専
門
校

□
授
業
料

　
無
料
（
教
科
書
等
の
実
費
必
要
）

□
募
集
数
　
若
干
名

□
申
込
方
法

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
職
業
相
談
を
受
け
た

の
ち
、
願
書
を
提
出

※
前
期
・
中
期
募
集
で
定
員
に
達
し
た
場
合
は
試

験
を
実
施
し
ま
せ
ん
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
立
日
田
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
㉒
０
７
８
９

Information ２.１ くらしの情報

こころちゃん

人権コラム　　心、豊かに

今こそ大事な「咸宜」の心

　毎年２月23日は「咸宜園の日」です。廣瀬淡
窓が現在の地に咸宜園を開いた日にちなみ、
2012（平成24）年に定められました。市では、
この日に関連して講演会等を開催しています。
　咸宜園は、大分県日田市・茨城県水戸市・栃
木県足利市・岡山県備前市の４市で申請を行っ
た「近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本
源－」のストーリーが2015（平成27）年に国
（文化庁）が創設した日本遺産の第１号認定を
受けました。
　そんな咸宜園の「咸宜」とは「咸く宜し」と
いう意味で、“すべてのことがよろしい”という、
年齢・学歴・身分を問わず、門下生一人ひとり
の意思や個性を尊重する淡窓の教育理念が込め
られています。
　そして、この「咸く宜し」の考え方は今の時
代にこそ必要な考え方ではないでしょうか。現
代では社会の多様化が進む一方で、特定の人や
団体に対して社会から排除しようとするような
事象も起きています。
　例えば、特定の国の出身者、又はその子孫で
あることのみを理由に、日本社会から追い出そ
うとしたり危害を加えようとしたりするなどの
一方的な言動「ヘイトスピーチ」や、新型コロ
ナウイルス感染症等に関する知識や理解の不足
から、日常生活や学校、職場等、社会生活の
様々な場面で差別やプライバシーを侵害される
などの人権問題が発生しています。その他にも
インターネット上でその匿名性を利用し、他人
を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシー
を侵害したり、あるいは偏見・差別を助長する
ような情報を発信したりするといったことも発
生しています。
　このように、未だ解決できない様々な人権問
題に対して「咸く宜し」の考え方を一人ひとり
が持つことで、全ての人の意思や個性が尊重さ
れる社会に近づくのではないでしょうか。

問人権啓発センター
　☎㉒８０１７（市役所別館１階）

ことごと よろ
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